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議案第９０号 

八潮市個人情報保護法施行条例 

 

１ 趣 旨 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による個人

情報の保護に関する法律の一部改正により、地方公共団体における個人情報

保護制度について当該法律による規律が適用されることとなったことに伴

い、現行の八潮市個人情報保護条例を廃止し、開示請求に係る手数料の設定

等、当該法律の規定により委任された事項等を定める等するための制定 

 

２ 内 容 

⑴ 趣旨（第１条関係） 

  この条例は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 ⑵ 定義（第２条関係） 

① この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法

律施行令において使用する用語の例による。 

② この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委

員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

をいう。 

⑶ 個人情報ファイルの保有等に関する事前通知（第３条関係） 

① 市の機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、

法に定める所定の事項について市長に通知しなければならない。 

② ①について、国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関す

る事項を記録する個人情報ファイル等、法に定める一定の個人情報ファ

イルには適用しない。 

③ ①により市長に通知した個人情報ファイルについて、その保有をやめ

たときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。 

⑷ 個人情報ファイル簿の作成及び公表（第４条関係） 

 法では、本人の数が１，０００人以上の個人情報ファイルについて、個

人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられているところ、その数が

１，０００人未満の個人情報ファイルについても、個人情報ファイル簿の

作成及び公表を義務付ける。 

 ⑸ 開示決定等の期限（第５条関係） 

① 保有個人情報の開示請求があった場合における開示決定等を行うべき

期限について、開示請求があった日から１５日以内とする。ただし、補

正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

② ①にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、
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①の期間を３０日以内に限り延長することができる。また、この場合に

おいて、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び

延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 ⑹ 開示決定等の期限の特例（第６条関係） 

 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があっ

た日から４５日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務

の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、⑸にかかわらず、開

示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決

定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をす

ることとする。また、この場合において、⑸①の期間内に、開示請求者に

対し、この規定を適用する旨及びその理由並びに残りの保有個人情報につ

いて開示決定等をする期限について書面により通知しなければならない。 

 ⑺ 手数料（第７条関係） 

① 保有個人情報の開示請求に当たり必要な手数料は、無料とする。 

② 開示決定等に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、文書、図画又

は写真の写しの交付その他の開示の実施を要する費用として、次のとお

り実費相当額を負担しなければならない。 

   【別表（第７条関係）】 

開示の方法 種 別 金 額 

１ 書面等を複写機により用紙に

複写したものの交付 

⑴ 白黒 用紙１枚につき １０円 

⑵ カラー 用紙１枚につき ５０円 

２ 電磁的記録に記録された事項

を用紙に出力したものの交付 

⑴ 白黒 用紙１枚につき １０円 

⑵ カラー 用紙１枚につき ５０円 

３ 電磁的記録に記録された事項

を電磁的記録媒体に複写したも

のの交付 

実費相当額 

４ 閲覧、聴取又は視聴 無料 

備考 

 ⑴ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 ⑵ 用紙の両面に複写し、又は出力したものについては、片面につき用紙１

枚として算定する。 

 ⑻ 八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問（第８条関係） 

 市の機関の長は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

その他の個人情報の保護に関する施策等を講ずる場合において、個人情報

の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特

に必要であると認めるときは、八潮市附属機関設置条例に基づき設置する

八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会に諮問することができる。 

 ⑼ 八潮市情報公開・個人情報保護審査会への諮問（第９条関係） 
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 保有個人情報の開示請求に係る開示決定等に対して審査請求が提起され

た場合における当該審査請求を諮問すべき第三者機関について、八潮市情

報公開条例に基づき設置する八潮市情報公開・個人情報保護審査会（以下

「審査会」という。）とする。 

 ⑽ 審査会の調査権限（第１０条関係） 

① 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に諮問をした市の機関

（以下「諮問庁」という。）に対し、開示決定等に係る保有個人情報の提

示を求めることができる。また、この場合において、何人も、審査会に

対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。 

② 諮問庁は、審査会から①の求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

③ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に

係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法に

より分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求める

ことができる。 

 ⑾ 守秘義務（第１１条関係） 

 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

また、その職を退いた後も、同様とする。 

 ⑿ 施行の状況の公表（第１２条関係） 

 毎年度、市の機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめて、

公表するものとする。 

 ⒀ 委任（第１３条関係） 

 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。 

 ⒁ 罰則（第１４条関係） 

 ⑾に違反して秘密を漏らした審査会の委員は、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処する。 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 ⑵ 八潮市個人情報保護条例の廃止 

   八潮市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

 ⑶ 個人情報ファイルに関する経過措置 

 この条例の施行の際現に市の機関が保有している個人情報ファイルにつ

いての事前通知義務に係る読替規定を置く。 

 ⑷ 旧条例の規定の適用に関する経過措置 

 施行日以後における旧条例の規定に基づく実施機関（以下「旧実施機関」

という。）において個人情報の取扱いに従事する職員等に対する義務につい

ては、なお従前の例による。 
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 ⑸ 旧条例の規定による開示請求等に関する経過措置 

 施行日前における旧条例の規定に基づく保有個人情報の開示請求等に対

する保有個人情報の開示決定等については、なお従前の例による。 

 ⑹ 審査会に関する経過措置 

① 施行日前に旧条例の規定に基づき諮問された場合における審査請求に

係る施行日以後に実施する調査審議は、なお従前の例による。 

② 施行日において審査会の委員である者等に係る旧条例による守秘義務

については、なお従前の例による。 

 ⑺ 罰則に関する経過措置 

① 施行日において現に旧実施機関の職員であるもの等が、正当な理由な

く、施行日前において旧実施機関が保有していた個人情報ファイルを施

行日以後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。 

② 施行日において現に旧実施機関の職員であるもの等が、その業務に関

して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例に規定

する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図

る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。 

③ ⑹②によりなお従前の例によることとされた規定に違反して秘密を漏

らした者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

④ ①、②及び③について、市の区域外においてそれぞれに規定する罪を

犯した者についても適用する。 

⑤ ⑵により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰につ

いて、その失効後も、なお従前の例による。 

 ⑻ 他の条例の一部改正 

 次の条例について、⑵に伴う規定の整備を行う。 

① 八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

② 八潮市暴力団排除条例 
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議案第９１号 

八潮市部設置条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  多様化する行政課題に迅速かつ的確に対応できる行政組織とするための改

正 

 

２ 内 容 

 ⑴ 市長部局の工事検査課を総務部内に再編成する。 

 ⑵ 分掌事務を見直すとともに、次のとおり部の名称を変更する。 

     現 行      改正後 

    子育て福祉部 → 子ども家庭部 

 ⑶ 部の名称の変更 

     現 行       改正後 

    都市デザイン部 → 都市整備部 

 ⑷ その他分掌事務の一部見直し 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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議案第９２号 

八潮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

 

１ 趣 旨 

  国家公務員の定年の引上げを踏まえ、及び地方公務員法の一部改正に伴い、

職員の定年を引き上げる等必要な事項を定める等するための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 八潮市職員の定年等に関する条例の一部改正 

① 定年年齢の引上げ（第３条関係） 

 職員の定年年齢を６５歳とする。ただし、経過措置として令和１３年

度まで段階的に引き上げる。 

年度 令和５年度 令和７年度 令和９年度 令和１１年度 令和１３年度 

定年年齢 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

  ② 管理監督職勤務上限年齢制の新設（第６条から第９条関係） 

   ア 管理監督職勤務上限年齢を６０歳とし、６０歳に達した管理監督職

（副課長級以上）の職員は、翌年の４月１日までに非管理監督職（係

長級）に降任する規定を定める。 

   イ アにかかわらず、他の職に異動することで公務の運営に著しい支障

が生ずる場合には、引き続き管理監督職として勤務させることができ

る規定を定める。 

  ③ 定年前再任用短時間勤務制の新設（第１２条関係） 

６０歳に達した日以後最初の４月１日から定年退職の日までの間に

退職した職員を短時間勤務の職として採用することができる規定を定

める。 

  ④ 情報提供・意思確認制度に関する規定の新設（附則第４項関係） 

    職員が６０歳（現行定年）に達する年度の前年度における６０歳以後

の任用、給与等に関する情報提供の義務及び勤務継続の意思確認に係る

努力義務規定を設ける。 

⑵ 八潮市職員の給与に関する条例の一部改正 

   ６０歳を超える職員の給与に関する規定の整備 

６０歳に達した日後の最初の４月１日以後の職員の給料月額を７割水準

とする規定を定める。 

⑶ 関係条例の廃止及び改正 

 ① 次の条例を廃止する。 

   八潮市職員の再任用に関する条例 

 ② 次の条例について規定の整備を行う。 

  ア 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 
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イ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

ウ 八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

エ 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例 

オ 八潮市職員の育児休業等に関する条例 

カ 八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

  キ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

  ク 八潮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

令和５年４月１日。ただし、２⑴④は、公布の日 

⑵ 経過措置 

  令和１３年度までの間、暫定的に現行の再任用制度による採用を行うこ

とができる。 
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議案第９３号 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

職員の給与の改定を考慮し、議会の議員の期末手当の支給割合を改定する

ための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．１０月分引上げとし、令和４年度は１２月期の支給割合

を、令和５年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとお

りとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

令和４年度（現行） ２．１５０ ２.１５０ ４.３０（月分） 

令和４年度（改定後） 改定なし ２.２５０ ４.４０（月分） 

令和５年度以降 ２．２００ ２.２００ ４.４０（月分） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  令和４年度分は公布の日、令和５年度以降分は令和５年４月１日 

⑵ 適用日 

   令和４年度分は、令和４年１２月１日 
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議案第９４号 

市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

職員の給与の改定を考慮し、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割

合を改定するための改正 

 

２ 内 容 

  総支給割合を０．１０月分引上げとし、令和４年度は１２月期の支給割合

を、令和５年度以降は６月期及び１２月期の支給割合を、それぞれ次のとお

りとする。 

 ６月期 １２月期 総支給割合 

令和４年度（現行） ２．１５０ ２.１５０ ４.３０（月分） 

令和４年度（改定後） 改定なし ２.２５０ ４.４０（月分） 

令和５年度以降 ２．２００ ２.２００ ４.４０（月分） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 令和４年度分は公布の日、令和５年度以降分は令和５年４月１日 

 ⑵ 適用日 

   令和４年度分は、令和４年１２月１日 
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議案第９５号 

八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  国家公務員の人事院勧告を考慮し、職員の給与を改定するための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 給料表の改定（一般行政職） 

民間の初任給との間に差があることを踏まえ、初任給の引上げを行うと

ともに、若年層を中心に改定を行う。 

 引上げ額 改定率 

全体（平均）       ５０４円 ０．１５％ 

       １級（平均）    ２，４３７円 １．１８％ 

       ２級（平均）      ８８４円 ０．３３％ 

       ３級（平均）      ５２８円 ０．１７％ 

       ４級（平均）      ３７５円 ０．１１％ 

       ５級（平均）      １４８円 ０．０４％ 

       ６級（平均）        ０円 ０．００％ 

       ７級（平均）        ０円 ０．００％ 

       ８級（平均）        ０円 ０．００％ 

⑵ 期末手当・勤勉手当の改定 

総支給割合を０．１０月（再任用職員及び任期付短時間勤務職員は０．

０５月）分引上げ、当該引上げ分を勤勉手当の支給月数に反映し、令和４

年度は１２月期の支給割合を、令和５年度以降は６月期及び１２月期の支

給割合を、それぞれ次のとおりとする。 

  ① 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和４年度 

（現行） 

期末手当 １．２００ １．２００ ２.４００ ４.３０

（月分） 勤勉手当 ０.９５０ ０.９５０ １.９００ 

令和４年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ４.４０

（月分） 勤勉手当 改定なし １.０５０ ２.０００ 

令和５年度 

以降 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ４.４０

（月分） 勤勉手当 １.０００ １.０００ ２.０００ 

  

 ② 再任用職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和４年度 期末手当 １.０００ １.０００ ２.０００ ４.３０ 
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（現行） 勤勉手当 １.１５０ １.１５０ ２.３００ （月分） 

令和４年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ４.４０ 

（月分） 勤勉手当 改定なし １.２５０ ２.４００ 

令和５年度 

以降 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ４.４０ 

（月分） 勤勉手当 １.２００ １.２００ ２.４００ 

 

  ③ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（一般職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和４年度 

（現行） 

期末手当 ０．６７５ ０．６７５ １.３５０ ２.２５

（月分） 勤勉手当 ０.４５０ ０.４５０ ０.９００ 

令和４年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ２.３０

（月分） 勤勉手当 改定なし ０.５００ ０.９５０ 

令和５年度 

以降 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ２.３０

（月分） 勤勉手当 ０.４７５ ０.４７５ ０.９５０ 

 

  ④ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員（指定職員） 

  ６月期 １２月期 計 総支給割合 

令和４年度 

（現行） 

期末手当 ０.５７５ ０.５７５ １.１５０ ２.２５ 

（月分） 勤勉手当 ０.５５０ ０.５５０ １.１００ 

令和４年度 

（改定後） 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ２.３０ 

（月分） 勤勉手当 改定なし ０.６００ １.１５０ 

令和５年度 

以降 

期末手当 改定なし 改定なし 改定なし ２.３０ 

（月分） 勤勉手当 ０.５７５ ０.５７５ １.１５０ 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

 公布の日。ただし、２⑵の令和５年度以降に係る部分は、令和５年４月

１日 

 ⑵ 適用日 

   ２⑴は令和４年４月１日、２⑵の令和４年度に係る部分は令和４年１２

月１日 
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議案第９６号 

八潮市手数料条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく建築物に係るエネルギーの使

用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべ

き基準の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料に係る算

定方法を変更する等するための改正 

 

２ 内 容 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料に係る算定方法の変更 

 ⑴ 申請単位の変更 

     現 行 

  申請に係る一の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の数 

     改正後 

申請に係る一の建築物の住戸数 

⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第９７号 

八潮市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例を廃止する条例 

 

１ 趣 旨 

  八潮市視聴覚ライブラリーを廃止する等するもの 

 

２ 内 容 

八潮市視聴覚ライブラリーの廃止 

 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日 

   公布の日 

 ⑵ 八潮市社会教育審議会条例の一部改正 

   規定の整備 

 


